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「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 

～オルト－トルイジンによる膀胱
ぼうこう

がんを業務上疾病として明確化します～ 

 

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会（会長 樋口 美雄 独立行政法人

労働政策研究・研修機構理事長）は、本日、労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省令

第 23号。以下、「労基則」）に定める業務上の疾病にオルト－トルイジンにさらされ

る業務による膀胱がんを追加する厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に

答申しました。（別添１） 

 

厚生労働省は、業務を原因として労働者が疾病にかかった場合に労災補償を受けら

れる範囲を、労基則別表第１の２（以下、「別表」）に具体的に掲げています。これま

で、労働環境の変化に伴い新たな要因による疾病が生じうることを考慮し、定期的に

「労働基準法施行規則第 35条専門検討会」（以下、「専門検討会」）で業務上疾病の

範囲の医学的検討を行い、別表に業務上疾病を追加してきました。 

このたび、専門検討会が平成 30年 11月 30 日に「労働基準法施行規則第 35条専門

検討会報告書」（参考１）を取りまとめたことを受け、厚生労働省は上記の疾病を別表

に追加する省令改正案要綱を、同年 12月７日に同審議会に諮問していました。（参考

２） 

  

厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに改正省令を施行する予定です。 

 

 

○ 別添１ 答申文 

○ 別添２ 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」の概要 

○ 参考１ 「労働基準法施行規則第 35条専門検討会報告書」の概要 

○ 参考２ 諮問文 
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労働基準法施行規則の一部を改正する省令（案）の概要 
 

 

Ⅰ 改正の趣旨 

○  労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 75 条第１項においては、労働者が業務上

負傷し、又は疾病にかかった場合には、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又

は必要な療養の費用を負担しなければならないこととされており、同条第２項におい

ては、業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定めることとされているとこ

ろ、このうち、業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則（昭和 22 年厚

生省令第 23 号。以下「労基則」という。）別表第１の２において具体的に定められ

ている。 

 

○  業務上の疾病の範囲については、新たな医学的知見の公表等の状況、労働災害の発

生状況等を踏まえ、平成 30年 10月から、「労働基準法施行規則第 35条専門検討会」

において検討を行い、11月 30日に「労働基準法施行規則第 35条専門検討会報告書」

がとりまとめられたことから、当該報告書を踏まえ、労基則別表第１の２について所

要の改正を行う。 

 

Ⅱ 改正の内容 

  労基則別表第１の２の疾病に「オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱
ぼうこう

がん」

を追加する。 

 

Ⅲ 根拠条文 

  労働基準法第 75条第２項 

 

Ⅳ 公布日 

  平成 31年４月上旬（予定） 

 

Ⅴ 施行期日 

公布日 
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労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書の概要

○ 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」は、労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）別
表第１の２に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和５３年以降、定期的に医学的な検討を行っているも
の。（前回は平成２５年度に開催。）

○ 前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2に新たに追加すべき疾病があるか
否かを検討。

検討会の開催経緯・目的

検討結果

行政当局で収集を行った疾病に加え、大臣告
示に規定されていない化学物質による疾病につ
いても「化学物質による疾病に関する分科会」
において検討を行うことが妥当

【報告書4～５頁 参照】

現時点において別表に追加する必要のある疾
病はないが、理美容師のシャンプー液等の使用
による接触性皮膚炎に関しては「化学物質によ
る疾病に関する分科会」を設置して検討を行う
ことが妥当

【報告書４頁 参照】

「オルト－トルイジンによる膀胱がん」を別
表に追加することが適当

【報告書3頁 参照】

検討疾病

○ 労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専
門家等による検討会において、業務と疾病との因果関係に
ついての考え方が示された疾病

※ 「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関す
る検討会」で検討した疾病

○ 労働基準法施行規則別表第１の２各号に規定する包括救
済規定に該当した疾病

※ 平成２４年度から平成２８年度において、別表第１の２各号に規

定する包括救済規定に該当するとして認定された疾病

○ 行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

※ 前回の検討会報告の求めにより、行政当局において情報収集を
行った「労働基準法施行規則別表第１の２第４号１の規定に基づき、
厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含
む。）並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」に規定され
ている１６８の化学物質に係る新たな症状又は障害
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